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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の商品にそれぞれ対応する複数の画像と、前記商品の画像の物理量とを関連付けて
記憶する商品データベースを用いる商品検索装置であって、
　前記商品データベースから特定商品の画像の物理量を取得する物理量取得部と、
　前記取得された特定商品の画像の物理量を、人の感性を表わす複数の感性語が配置され
た感性空間の複数のブロックのうちで前記特定商品の画像に対応するブロックである特定
商品感性ブロックを示す情報に変換する第１の変換部と、
　前記第１の変換部で得られた前記特定商品感性ブロックを示す情報に基づいて、前記感
性空間の前記複数のブロックのうちから前記特定商品感性ブロックとは異なるブロックを
注目ブロックとして選択する注目ブロック選択部と、
　前記感性空間の前記注目ブロックを示す情報を、前記注目ブロックに対応する画像の物
理量の範囲を示す情報に変換する第２の変換部と、
　前記第２の変換部で得られた前記物理量の範囲を示す情報に基づいて、前記商品データ
ベースから、前記注目ブロックに対応する画像を検索する検索部と、
　を備える商品検索装置。
【請求項２】
　前記注目ブロック選択部は、前記感性空間において前記特定商品感性ブロックに隣接す
るブロック、近接するブロック、及び部分的に重なるブロックのうちの少なくともひとつ
を、前記注目ブロックとして選択する請求項１に記載の商品検索装置。
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【請求項３】
　前記注目ブロック選択部は、前記特定商品の画像に対応する感性語とは反対の意味の感
性語を含むブロックである反対語感性ブロックを、前記注目ブロックとして選択する請求
項１に記載の商品検索装置。
【請求項４】
　前記注目ブロック選択部は、前記感性空間において前記特定商品感性ブロックと前記反
対語感性ブロックとの間に配置されているブロックも、前記注目ブロックとして選択する
請求項３に記載の商品検索装置。
【請求項５】
　ユーザの指定した感性語及びユーザの指定したブロックのうちの少なくとも一方を示す
情報を受け付けるユーザ指定情報受付部を備え、
　前記注目ブロック選択部は、前記ユーザの指定した感性語に対応するブロック又は前記
ユーザの指定したブロックであるユーザ指定感性ブロックを、前記注目ブロックとして選
択する請求項１に記載の商品検索装置。
【請求項６】
　前記注目ブロック選択部は、前記感性空間において前記特定商品感性ブロックと前記ユ
ーザ指定感性ブロックとの間に配置されているブロックも、前記注目ブロックとして選択
する請求項５に記載の商品検索装置。
【請求項７】
　前記注目ブロック選択部は、互いに反対の意味を持つ第１の感性語及び第２の感性語に
それぞれに対応するブロックである第１の感性語ブロック及び第２の感性語ブロックと前
記特定商品感性ブロックの３つのブロックを結ぶ曲線上に配置されているブロックを、前
記注目ブロックとして選択する請求項１に記載の商品検索装置。
【請求項８】
　前記感性空間の各ブロックを示す情報と前記複数の商品の画像の物理量の範囲との対応
関係を示す変換データを記憶する変換データベースを備え、
　前記第２の変換部は、前記変換データに基づいて変換を行う請求項１から７のうちのい
ずれか１項に記載の商品検索装置。
【請求項９】
　前記物理量は、色特徴量、形特徴量、柄特徴量、及び質感特徴量のうちの少なくとも１
つである請求項１から８のうちのいずれか１項に記載の商品検索装置。
【請求項１０】
　前記検索部で検索された画像を出力する出力部を備えた、請求項１から９のうちのいず
れか１項に記載の商品検索装置。
【請求項１１】
　請求項１から１０のうちのいずれか１項に記載の商品検索装置を構成するサーバ装置と
、前記サーバ装置にネットワークを介して接続されるクライアント装置とを備える商品検
索システムにおいて、
　前記クライアント装置は、
　表示部と、
　前記特定商品を示す情報、又は前記特定商品の画像を示す情報の入力を受け付けるクラ
イアント入力部と、
　前記クライアント入力部で受け付けた情報を、前記サーバ装置に送信する端末送信部と
、
　前記ネットワークを介して前記サーバ装置から送信される前記検索された画像を受信す
る端末受信部と、
　前記端末受信部で受信した前記画像を、前記表示部に表示させる制御部と、
　を有し、
　前記サーバ装置の前記物理量取得部は、前記クライアント装置から送信される情報と、
前記商品データベースに記憶された情報とに基づいて、前記特定商品の画像の物理量を取
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得し、
　前記サーバ装置は、前記検索された画像を前記クライアント装置に送信する、
　商品検索システム。
【請求項１２】
　複数の商品にそれぞれ対応する複数の画像と前記商品の画像の物理量とを関連付けて記
憶する商品データベースと、前記商品データベースから前記画像を検索する商品検索装置
と、を用いる商品検索方法であって、
　前記商品検索装置が、前記商品データベースから特定商品の画像の物理量を取得する工
程と、
　前記商品検索装置が、前記取得された特定商品の画像の物理量を、人の感性を表わす複
数の感性語が配置された感性空間の複数のブロックのうちで前記特定商品の画像に対応す
るブロックである特定商品感性ブロックを示す情報に変換する第１の変換工程と、
　前記商品検索装置が、前記第１の変換工程で得られた前記特定商品感性ブロックを示す
情報に基づいて、前記感性空間の前記複数のブロックのうちから前記特定商品感性ブロッ
クとは異なるブロックを注目ブロックとして選択する工程と、
　前記商品検索装置が、前記感性空間の前記注目ブロックを示す情報を、前記注目ブロッ
クに対応する画像の物理量の範囲を示す情報に変換する第２の変換工程と、
　前記商品検索装置が、前記第２の変換工程で得られた前記物理量の範囲を示す情報に基
づいて、前記商品データベースから、前記注目ブロックに対応する画像を検索する工程と
、
　を含む商品検索方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般消費者に対して特定商品とは人の感じる印象が異なる非類似画像の商品
を推奨可能になり、かつランダムに商品画像を表示させる場合と比較して消費者の購入決
断を促進可能になる商品検索装置及び方法、商品検索システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ユーザにより例示画メニューから特定の画像が指示入力されると、その特定の画
像と比較して人の感じる印象がほぼ等しい類似画像をデータベースから検索する技術が知
られている。
【０００３】
　特許文献１は、デザイナーが任意の画像から感じる印象を特定するのに用いる感性特徴
量と、画像処理結果から演算で抽出される物理特徴量との相関関係を、統計的手法で予め
求めておき、デザイン時の画像検索では、入力画像の感性特徴量と登録画像の感性特徴量
との空間的距離（ユークリッド距離）を求めて画像検索を行う構成を開示している。具体
的には、感性特徴量の座標軸（例えば、ハード／ソフト軸、及びウォーム／クール軸）か
らなる座標空間において、ユーザにより例示画メニューから指定された特定の類似指定画
像の座標位置及び特定の非類似指定画像の座標位置によって定まる線分に基づいて画像検
索の中心点を求め、この中心点からの空間的距離が近いｎ個の登録画像を最も近い登録画
像から順にデータベースから検索する。これにより、検索を希望する画像とぴったり合致
する画像が例示画メニューにない場合や、例示画に対して着色変更、模様変更等の軽微な
バリエーションを加えた場合でも、ユーザにより指定された特定の画像と比べて人の感じ
る印象がほぼ等しい画像を、精度よく検索して表示できる。
【０００４】
　特許文献２は、図柄見本として複数の登録画像を物理特徴量とともにデータベースに予
め記憶させておき、デザイン時の画像検索では、物理特徴量の座標軸（例えば、線の太さ
軸、左右対称度軸、及び空間の密度軸）からなる座標空間において、基準座標位置のシフ
トルールを定める感性語（例えば「もう少しシャープな」）がユーザにより指示入力され
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ると、特定の画像の物理特徴量に対応する基準座標位置から、入力された感性語に対応し
たシフト（例えば線の太さの値がより小さい座標位置へのシフト）を行い、シフトされた
基準座標位置を中心として空間的距離の短い画像をデータベースから検索する構成を、開
示している。これにより、ユーザにより指定された特定の画像と比べて人の感じる印象が
ほぼ等しい画像を、精度よく検索して表示できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平8-249353号公報
【特許文献２】特開平9-114853号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　消費者の端末装置（以下「クライアント装置」という）にネットワークを介して推奨商
品の画像を表示させる場合、消費者が商品画像から感じる印象を考慮せずに、ランダムに
複数の推奨商品の画像を表示すると、画像が無秩序に表示されて消費者が買いたい商品を
絞りきれないという問題や、お気に入りの商品が見つかるまでに消費者が疲れてしまうと
いう問題がある。つまり、単にランダムに推奨商品の画像を表示するだけでは、消費者が
購入決断し難いという問題がある。
【０００７】
　このような問題に対して、特許文献１、２に開示されているようなデザイナー向けの公
知の画像検索技術を一般消費者向けの商品推奨用の画像検索に適用することが考えられる
。
【０００８】
　しかし、特許文献１に記載されたデザイナー向けの画像検索技術を適用した場合、特定
商品の画像と比べて人の感じる印象がほぼ等しい類似画像をクライアント装置で表示でき
るようにはなるが、特定商品の画像と比べて人の感じる印象が異なる非類似画像の商品を
消費者に推奨できるようにはならないため、購入選択対象の商品が感性的に類似した画像
の範囲内の商品に限定されてしまい、購入商品の選択の自由が極端に制限されることにな
るので、消費者によっては却って購入決断をし難くなる場合がある。
【０００９】
　また、特許文献２に記載されたデザイナー向けの画像検索技術を適用した場合、特定商
品の画像から物理特徴量（例えば「線の太さ」）をシフトさせた画像をクライアント装置
で表示できるようにはなるが、特定商品の画像と比べて人の感じる印象が異なる非類似画
像の商品を消費者に推奨できるとは限らないため、物理特徴量がシフトしても感性的に類
似した範囲内で商品画像が表示される場合には、やはり購入選択対象の商品が感性的に類
似した画像の範囲内の商品に限定されてしまうことになり、消費者によっては却って購入
決断をし難くなる場合がある。尚、特許文献２における「感性語」は、物理特徴量のシフ
トルールを定める情報にすぎず、商品画像から人の感じる印象をシフトさせる情報とはい
えない。
【００１０】
　要するに、上記の特許文献１、２に記載された従来技術は、デザイナー向けの画像検索
技術であって、既に創り出されたデザインから類似デザインを次々と創り出そうとするデ
ザイナーにとっては効率よいかもしれないが、一般消費者向けの商品推奨用の画像検索に
おいて特定商品とは非類似画像の商品を効率よく推奨する点には着眼していない。
【００１１】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、一般消費者に対して特定商品とは人
の感じる印象が異なる非類似画像の商品を推奨可能になり、かつランダムに商品画像を表
示させる場合と比較して消費者の購入決断を促進可能になる商品検索装置及び方法、商品
検索システムを提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記の目的を達成するために、本発明は、複数の商品にそれぞれ対応する複数の画像と
、商品の画像の物理量とを関連付けて記憶する商品データベースを用いる商品検索装置で
あって、商品データベースから特定商品の画像の物理量を取得する物理量取得部と、取得
された特定商品の画像の物理量を、人の感性を表わす複数の感性語が配置された感性空間
の複数のブロックのうちで特定商品の画像に対応するブロックである特定商品感性ブロッ
クを示す情報に変換する第１の変換部と、第１の変換部で得られた特定商品感性ブロック
を示す情報に基づいて、感性空間の複数のブロックのうちから特定商品感性ブロックとは
異なるブロックを注目ブロックとして選択する注目ブロック選択部と、感性空間の注目ブ
ロックを示す情報を、注目ブロックに対応する画像の物理量の範囲を示す情報に変換する
第２の変換部と、第２の変換部で得られた物理量の範囲を示す情報に基づいて、商品デー
タベースから、注目ブロックに対応する画像を検索する検索部と、を備える商品検索装置
を提供する。
【００１３】
　本発明により、特定商品の画像の物理量が感性空間における特定商品感性ブロックを示
す情報に変換され、特定商品感性ブロックを示す情報に基づいて感性空間上で特定商品感
性ブロックとは異なるブロックが注目ブロックとして選択され、注目ブロックを示す情報
が注目ブロックに対応する物理量の範囲を示す情報に変換され、注目ブロックに対応する
物理量の範囲で商品の画像が検索されるので、一般消費者に特定商品とは人の感じる印象
が異なる非類似画像の商品を推奨することが可能となり、かつランダムに商品画像を表示
する場合と比較して消費者の購入決断を促進可能になる。
【００１４】
　本発明の一態様では、注目ブロック選択部は、感性空間において特定商品感性ブロック
に隣接するブロック、近接するブロック、及び部分的に重なるブロックのうちの少なくと
もひとつを、注目ブロックとして選択する。これにより、特定商品とは人の感じる印象が
少しだけ異なる非類似画像の商品をユーザが選択可能となるので、ユーザの選択範囲を適
切な範囲とすることが可能になる。
【００１５】
　本発明の一態様では、注目ブロック選択部は、特定商品の画像に対応する感性語とは反
対の意味の感性語を含むブロックである反対語感性ブロックを、注目ブロックとして選択
する。これにより、特定商品とは感性的に全く異なる画像の商品をユーザが選択可能とな
る。
【００１６】
　本発明の一態様では、注目ブロック選択部は、感性空間において特定商品感性ブロック
と反対語感性ブロックとの間に配置されているブロックも、注目ブロックとして選択する
。これにより、反対語感性ブロックのみでなく、特定商品感性ブロックと反対語感性ブロ
ックとの間に配置されているブロックも検索範囲となるので、ユーザの商品の選択範囲を
適切な範囲に広げることが可能となる。
【００１７】
　本発明の一態様では、ユーザの指定した感性語及びユーザの指定したブロックのうちの
少なくとも一方を示す情報を受け付けるユーザ指定情報受付部を備え、注目ブロック選択
部は、ユーザの指定した感性語に対応するブロック又はユーザの指定したブロックである
ユーザ指定感性ブロックを、注目ブロックとして選択する。これにより、感性語またはブ
ロックによるユーザ指定に応じて、特定商品とは非類似画像の商品を推奨することが可能
になる。
【００１８】
　本発明の一態様では、注目ブロック選択部は、感性空間において特定商品感性ブロック
とユーザ指定感性ブロックとの間に配置されているブロックも、注目ブロックとして選択
する。これにより、ユーザ指定感性ブロックのみでなく、特定商品感性ブロックとユーザ
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指定感性ブロックとの間に配置されているブロックも検索範囲となるので、ユーザの商品
の選択範囲を適切な範囲に広げることが可能となる。
【００１９】
　本発明の一態様では、注目ブロック選択部は、互いに反対の意味を持つ第１の感性語及
び第２の感性語にそれぞれに対応するブロックである第１の感性語ブロック及び第２の感
性語ブロックと特定商品感性ブロックの３つのブロックを結ぶ曲線上に配置されているブ
ロックを、注目ブロックとして選択する。
【００２０】
　本発明の一態様では、感性空間の各ブロックを示す情報と複数の商品の画像の物理量の
範囲との対応関係を示す変換情報を記憶する変換データベースを備え、第２の変換部は、
変換情報に基づいて変換を行う。
【００２１】
　本発明の一態様では、物理量は、色特徴量、形特徴量、柄特徴量、及び質感特徴量のう
ちの少なくとも１つである。
【００２２】
　本発明の一態様では、検索部で検索された画像を出力する出力部を備える。
【００２３】
　また、本発明は、上記の商品検索装置を構成するサーバ装置と、サーバ装置にネットワ
ークを介して接続されるクライアント装置とを備える商品検索システムにおいて、クライ
アント装置は、表示部と、特定商品を示す情報、又は特定商品の画像を示す情報の入力を
受け付けるクライアント入力部と、クライアント入力部で受け付けた情報を、サーバ装置
に送信する端末送信部と、ネットワークを介してサーバ装置から送信される検索された画
像を受信する端末受信部と、端末受信部で受信した画像を、表示部に表示させる制御部と
、を有し、サーバ装置の物理量取得部は、クライアント装置から送信される情報と、商品
データベースに記憶された情報とに基づいて、特定商品の画像の物理量を取得し、サーバ
装置は、検索された画像をクライアント装置に送信する、商品検索システムを提供する。
【００２４】
　また、本発明は、複数の商品にそれぞれ対応する複数の画像と商品の画像の物理量とを
関連付けて記憶する商品データベースを用いる商品検索方法であって、商品データベース
から特定商品の画像の物理量を取得する工程と、取得された特定商品の画像の物理量を、
人の感性を表わす複数の感性語が配置された感性空間の複数のブロックのうちで特定商品
の画像に対応するブロックである特定商品感性ブロックを示す情報に変換する第１の変換
工程と、第１の変換工程で得られた特定商品感性ブロックを示す情報に基づいて、感性空
間の複数のブロックのうちから特定商品感性ブロックとは異なるブロックを注目ブロック
として選択する工程と、感性空間の注目ブロックを示す情報を、注目ブロックに対応する
画像の物理量の範囲を示す情報に変換する第２の変換工程と、第２の変換工程で得られた
物理量の範囲を示す情報に基づいて、商品データベースから、注目ブロックに対応する画
像を検索する工程と、を含む商品検索方法を提供する。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、一般消費者に対して特定商品とは人の感じる印象が異なる非類似画像
の商品を推奨可能になり、かつランダムに商品画像を表示する場合と比較して消費者の購
入決断を促進可能になる商品検索装置及び方法、商品検索システムを提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】商品検索システムのシステム構成図
【図２】サーバ装置（商品検索装置）の要部構成例を示すブロック図
【図３】商品データベースの構成例を示す図
【図４】感性空間の概念図（感性語をグループ化してブロックに区画した態様）
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【図５】感性空間の概念図（感性語ごとのブロックに区画した態様）
【図６】感性空間の一例を示す図
【図７】感性空間の他の例を示す図
【図８】感性空間データベースの構成例を示す図
【図９】変換データベースの構成の一例を示す図
【図１０】変換データベースの構成の他の例を示す図
【図１１】要部処理の流れの説明に用いる説明図
【図１２】クライアント装置の構成例を示すブロック図
【図１３】第１実施形態における注目ブロック選択の一例の説明に用いる説明図
【図１４】第１実施形態における注目ブロック選択の他の例の説明に用いる説明図
【図１５】第１実施形態における商品検索システム全体の処理の流れを示す図
【図１６】第２実施形態における注目ブロック選択の一例の説明に用いる説明図
【図１７】第３実施形態における商品検索システム全体の処理の流れを示す図
【図１８】第３実施形態における注目ブロック選択の一例の説明に用いる説明図
【図１９】第４実施形態における注目ブロック選択の一例の説明に用いる説明図
【図２０】商品検索システムのバリエーションの説明に用いる第１のシステム構成図
【図２１】商品検索システムのバリエーションの説明に用いる第２のシステム構成図
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、添付図面に従って、本発明の実施形態について、詳細に説明する。
【００２８】
　図１は、商品検索システムのシステム構成図である。
【００２９】
　図１において、商品検索システム１は、本発明の商品検索装置の一形態に相当するサー
バ装置１０と、ユーザの端末であるクライアント装置１１とが、インターネット等のネッ
トワーク１２を介して接続される構成である。
【００３０】
　図２は、サーバ装置１０の要部構成例を示すブロック図である。
【００３１】
　本例のサーバ装置１０は、商品データベース１０２から商品画像を検索する商品検索装
置１００を構成するサーバ装置であり、複数の商品にそれぞれ対応する複数の商品画像と
商品画像の物理量とを関連付けて記憶する商品データベース１０２と、人の感性を表わす
複数の感性語が配置された感性空間における各種の情報（以下「感性空間情報」という）
を互いに関連付けて記憶する感性空間データベース１０４と、商品データベース１０２に
記憶されている商品画像の物理量と感性空間データベース１０４に記憶されている感性空
間情報とを変換するためのデータを記憶する変換データベース１０６と、クライアント装
置１１から情報入力を行う入力部１１２ａ及びクライアント装置１１に情報出力を行う出
力部１１２ｂを有する外部入出力部１１２と、クライアント装置１１に表示させる画面情
報を生成する画面情報生成部１１４と、商品データベース１０２から特定商品の画像の物
理量を取得する物理量取得部１１６と、変換データベース１０６を用いて、特定商品の画
像の物理量を感性空間の複数のブロックのうちで特定商品の画像に対応するブロック（以
下「特定商品感性ブロック」という）を示す情報に変換する第１の変換部１１８と、感性
空間データベース１０４を用いて、特定商品感性ブロックを示す情報に基づいて感性空間
の複数のブロックのうちから特定商品感性ブロックとは異なるブロックを注目ブロックと
して選択する注目ブロック選択部１２０と、変換データベース１０６を用いて、感性空間
の注目ブロックを示す情報を注目ブロックに対応する商品画像の物理量の範囲を示す情報
に変換する第２の変換部１２２と、物理量の範囲を示す情報に基づいて商品データベース
１０２から注目ブロックに対応する商品画像を検索する検索部１２４と、を含んで構成さ
れる。検索部１２４で検索された商品画像は、出力部１１２ｂによりクライアント装置１
１に対して出力される。
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【００３２】
　＜商品データベース＞
　図３は、商品データベース１０２の構成例を示す図である。商品データベース１０２に
記憶される、商品画像の物理量１３４（「物理特徴量」ともいう）として、商品画像１３
２の色特徴量、形特徴量、柄特徴量、及び質感特徴量が含まれる。
【００３３】
　また、商品データベース１０２は、商品画像１３２の物理量とは別に、商品のカテゴリ
、商品の値段等、商品についての各種の属性情報を、商品画像１３２に関連付けて記憶す
るようにしてもよい。
【００３４】
　色特徴量は、商品画像の色に関する特徴量である。例えば、商品画像の代表色又は配色
（色の組み合わせ）を示す。本例では、商品画像を画像解析することにより計測された色
特徴量が商品データベース１０２に記憶される。
【００３５】
　形特徴量は、商品画像に表された商品の全部又は部分の形状に関する特徴量である。例
えば、商品の幅の細さ／太さの程度、商品が衣服であれば、袖の長さ、襟の形状、大きさ
及び／又は角度、首元の空き面積の大きさ、Ｖネックの角度、Ｕネックの曲率などを示す
特徴量が例として挙げられる。形特徴量には、装飾品（例えばリボン）の形状、大きさな
どを示す特徴量が含まれる。本例では、商品画像を画像解析することにより計測された形
特徴量が商品データベース１０２に記憶される。
【００３６】
　柄特徴量は、商品画像内の柄の種類（例えば花柄）、サイズ等を示す。本例では、商品
画像を画像解析することにより計測された柄特徴量が商品データベース１０２に記憶され
る。
【００３７】
　質感特徴量は、商品画像の光沢等の質感の程度を示す。本例では、商品画像を画像解析
することにより計測された質感特徴量が商品データベース１０２に記憶される。
【００３８】
　＜感性空間及び感性空間データベース＞
　図４及び図５は、感性空間の概念図である。図４の感性空間と図５の感性空間とは、座
標軸（第１の感性特徴量の軸及び第２の感性特徴量の軸）及び感性語（ＷＯＲＤ１～ＷＯ
ＲＤ２８）が同じである。ただし、図４の感性空間は複数の感性語をグループ化してブロ
ック（Ｂ１～Ｂ１３）を構成した態様であるのに対し、図５の感性空間は感性語ごとにブ
ロックを構成した態様である点で異なる。ブロックをいずれの態様とするかは限定されな
い。また、図４のように複数の感性語をグループ化してブロックを構成した態様と図５の
ように感性語ごとにブロックを構成した態様とを併用してもよい。尚、図４及び図５は感
性空間の概念を説明するために例示したものであり、座標軸の数（感性空間の次元数）、
座標軸を構成する感性特徴量の種類、感性語の数及び種類、ブロックの数、形及びサイズ
などは、特に限定されない。
【００３９】
　本明細書の感性空間は、次の（特徴１）～（特徴３）を有する。
【００４０】
　（特徴１）感性空間は、複数の感性特徴量を軸とした複数次元座標空間である。図４及
び図５に例示された感性空間は、第１の感性特徴量の軸（Ｘ軸）及び第２の感性特徴量の
軸（Ｙ軸）からなる二次元であるが、三次元以上でもよい。尚、感性特徴量は、画像を観
察した人の印象の程度を示す。
【００４１】
　（特徴２）複数の感性語が、感性空間の軸を構成する感性特徴量と関連付けられて、感
性空間に配置されている。図４及び図５に例示された感性空間では、２８個の感性語ＷＯ
ＲＤ１～ＷＯＲＤ２８が配置されているが、感性語の数は特に限定されない。尚、感性語
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は、画像を観察した人の印象を表わす言葉である。
【００４２】
　（特徴３）感性空間は、複数のブロック（以下「感性ブロック」ともいう）に区画され
ており、各ブロックに一語以上の感性語が属している。感性ブロックの数及び形状は、特
に限定されない。
【００４３】
　図６～図７は、株式会社日本カラーデザイン研究所から開示されたイメージスケールを
示す（小林重順著「カラーシステム」（講談社）、及びhttp://www.ncd-ri.co.jp/about/
image_system.htmlを参照）。ここで「イメージスケール」は、「感性空間」の一形態に
相当する。
【００４４】
　図６に示されたイメージスケールは、第１の感性特徴量の軸に相当するＷＡＲＭ（暖か
い）／ＣＯＯＬ（冷たい）の程度を示す横軸、及び第２の感性特徴量の軸に相当するＨＡ
ＲＤ（かたい）／ＳＯＦＴ（やわらかい）の程度を示す縦軸からなる。また、６６個の感
性語が配置され、１６個のブロックに区画されている。
【００４５】
　図７に示されたイメージスケールは、図６と同様の二軸（ＷＡＲＭ／ＣＯＯＬ軸、ＨＡ
ＲＤ／ＳＯＦＴ軸）からなり、色特徴量として単色が対応付けられている。尚、図７では
図示の都合上グレースケールで単色が表されているが、実際はカラーで表される。例えば
、「ＷＡＲＭ」（図中の左端側）に赤やオレンジなどの暖色系の色、「ＣＯＯＬ」（図中
の右端側）に青や青緑系などの寒色系の色、「ＳＯＦＴ」（図中の上端側）にベリーペー
ル、ペールなどの淡いトーンの色、「ＨＡＲＤ」（図中の下端側）にダークグレッシュ、
ディープなどの暗いトーンの色が、対応付けられている。図７中で、位置の近い色同士は
人の感じる印象が近く、位置の遠い色同士は人の感じる印象が遠いということになる。図
７の右下や左上には単色の配置されていない部分があるが、複数色配色（言い換えると「
複数色の組み合わせ」）を配置可能である。
【００４６】
　尚、図７では単色の色特徴量を対応付けた感性空間を例示したが、本発明で用いる感性
空間は、このような場合に特に限定されない。株式会社日本カラーデザイン研究所から開
示された文献に記載されているように、物理量で表される物理計測空間での色特徴量とし
て複数色配色に着目し、複数色配色を感性空間に対応付けてもよい。このように複数色配
色も色特徴量として用いることで、感性空間中で単色の配置が不可能又は適切でない部分
にも、色特徴量を対応付けることが可能になる。また、形特徴量、柄特徴量、質感特徴量
を感性空間に対応付けてもよい。
【００４７】
　感性空間データベース１０４は、図４～図７に例示した感性空間における情報である感
性空間情報（例えば軸を構成する感性特徴量、感性語、ブロック等）を互いに関連付けて
記憶する。
【００４８】
　図８に例示する感性空間データベース１０４は、感性空間情報として、次の情報を記憶
する。
・各ブロックのブロック識別情報
・各ブロックの感性空間における範囲情報（例えば、ブロックの各頂点の座標、あるいは
輪郭情報）
・各ブロック間の感性空間における遠近情報（例えば、ブロック間の近接／非近接、隣接
／非隣接、重なり有／無）
・各ブロックに属する感性語
・感性語間の意味上の対応関係情報（例えば、反対語の組み合わせ、類似語の組み合わせ
など）
　尚、図４に示した態様のように複数の感性語をグループ化したブロック（以下「大ブロ
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ック」という）と、図５に示した態様のように感性語ごとのブロック（以下「小ブロック
」という）とを併用する場合には、大ブロックの感性空間情報（ブロック識別情報、範囲
情報、遠近情報、感性語）と、小ブロックの感性空間情報（ブロック識別情報、範囲情報
、遠近情報、感性語）とを、感性空間データベース１０４に記憶させる。
【００４９】
　また、図５に示した小ブロックのみを用いる場合、ブロック識別情報として感性語を用
いることが可能である。
【００５０】
　＜変換データベース＞
　図９及び図１０は、変換データベース１０６の一例を示す。
【００５１】
　図９の変換データベース１０６は、物理量の範囲とブロックを示す情報との対応関係を
示す変換データテーブルＴ１を含んで構成されている。ブロックを示す情報としては、例
えば、感性空間データベース１０４に記憶されている、ブロック識別情報、あるいは各ブ
ロックの感性空間における範囲情報を用いることができる。
【００５２】
　図１０の変換データベース１０６は、物理量の範囲と感性語との対応関係を示す変換デ
ータテーブルＴ２を含んで構成されている。即ち、図９の変換データテーブルＴ１におけ
る「ブロックを示す情報」として感性語を用いたデータテーブルである。例えば、図４に
示した大ブロックの態様において各ブロックを代表する感性語（代表感性語）を定めてい
る場合や、図５に示した小ブロックの態様の場合に、図１０の変換データベースを用いる
ことができる。
【００５３】
　＜要部処理＞
　図１１の説明図を用いて、本発明の原理を説明する。本発明の商品検索装置１００は、
次のステップＳ１～Ｓ４を行う。
【００５４】
　ステップＳ１（物理量取得工程）では、物理量取得部１１６により、商品データベース
１０２から、特定商品の画像の物理量を取得する。ここで、特定商品の画像とは、商品画
像検索の基準となる商品画像であり、クライアント装置１１でユーザにより指示入力され
る態様と、サーバ装置１０で決定する態様とがある。いずれの態様とするかをユーザによ
り切り換え操作可能にしてもよい。尚、図１１では、Ｒ，Ｇ，Ｂの三次元で表された色特
徴量ａ、サイズ及び密度の二次元で表された柄特徴量ｂ、透け度及び光沢度の二次元で表
された質感特徴量ｃを例示したが、これらの特徴量には限定されない。例えば、形特徴量
を物理特徴量として用いてもよい。
【００５５】
　ステップＳ２（第１の変換工程）では、第１の変換部１１８により、変換データベース
１０６を用いて、ステップＳ１で取得された特定商品の画像の物理量を、感性空間の複数
のブロックのうちで特定商品の画像に対応する特定商品感性ブロックを示す情報に変換す
る。例えば、特定商品感性ブロックを示す情報として、特定商品感性ブロックのブロック
識別情報、又は特定商品感性ブロックを代表する感性語に、変換する。
【００５６】
　ステップＳ３（注目ブロック選択工程）では、注目ブロック選択部１２０により、感性
空間データベース１０４を用いて、ステップＳ２で得られた特定商品感性ブロックを示す
情報に基づいて、感性空間の複数のブロックのうちから特定商品感性ブロックとは異なる
ブロックを選択する。つまり、感性空間上で、特定商品画像に対応するブロックである特
定商品感性ブロックから、特定商品画像とは非類似の商品画像に対応するブロックであっ
て且つユーザの注目する可能性が高いと予測されるブロックである注目ブロックに、移動
する。
【００５７】
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　ステップＳ４（第２の変換工程）では、第２の変換部１２２により、変換データベース
１０６を用い、感性空間の注目ブロックを示す情報を、注目ブロックに対応する商品画像
の物理量の範囲を示す情報に変換する。例えば、注目ブロックのブロック識別情報を、物
理量の範囲情報（例えば物理量の上限及び下限を示す情報）に変換する。各ブロックに代
表感性語が定められている場合、あるいはブロックと感性語とが１対１である場合には、
注目ブロックの感性語を物理量の範囲情報に変換する。
【００５８】
　図１１に示したように、Ｓ４で得られる物理量の範囲は、物理計測空間において特定商
品の物理量から離れた位置（非類似の位置）にあることがわかる。つまり、ステップＳ１
～Ｓ４を行うことにより、特定商品の画像の物理量に基づいて、特定商品画像とは非類似
の商品画像に対応する物理量の範囲であって且つユーザの注目する可能性が高いと予測さ
れる物理量の範囲を、ユーザに提示する商品画像の検索範囲として、取得し得ることにな
る。
【００５９】
　＜クライアント装置＞
　図１２は、クライアント装置１１の構成例を示すブロック図である。本例のクライアン
ト装置１１は、サーバ装置１０の出力部１１２ｂから送信された情報を受信入力する端末
受信部５２ａ及びサーバ装置１０の入力部１１２ａで受信される情報を送信出力する端末
送信部５２ｂを有する外部入出力部５２と、画像を表示可能な表示部５４と、ユーザ入力
を受け付けるクライアント入力部５６と、クライアント装置１１の各部を制御する制御部
５８と、各種の情報を記憶する記憶部６０とを含んで構成されている。
【００６０】
　クライアント入力部５６により、特定商品を示す情報、又は前記特定商品の画像を示す
情報の入力を受け付ける。端末送信部５２ｂにより、クライアント入力部５６で受け付け
た情報を、サーバ装置１０に送信する。端末受信部５２ａにより、ネットワーク１２を介
してサーバ装置１０から送信される検索結果としての商品画像を受信する。
【００６１】
　尚、クライアント装置１１は、図１２に示した構成例に特に限定されない。クライアン
ト装置１１は、ネットワーク１２に接続して通信を行う通信機能、画像を表示可能な表示
機能、及びユーザ入力を受け付けるユーザ入力機能を有していればよい。例えば、携帯端
末、スマートフォン、パーソナルコンピュータ、タブレット端末等、各種のユーザ端末を
クライアント装置１１として用いることが可能である。
【００６２】
　次に、第１実施形態から第３実施形態に分けて、注目ブロック選択の各種の態様を説明
する。
【００６３】
　＜第１実施形態＞
　第１実施形態の注目ブロック選択部１２０は、感性空間において、特定商品感性ブロッ
クに隣接するブロックである隣接感性ブロック、特定商品感性ブロックに近接するブロッ
クである近接感性ブロック、及び特定商品感性ブロックに部分的に重なるブロックである
重複感性ブロックのうち、少なくとも１種類の感性ブロックを、商品画像検索のために注
目する注目ブロックとして選択する。
【００６４】
　尚、隣接感性ブロックは、感性空間における複数の感性ブロックのうちで、特定商品感
性ブロックに境界が接している感性ブロックである。近接感性ブロックは、感性空間の複
数の感性ブロックのうちで、特定商品感性ブロックに近接している感性ブロックであって
、隣接感性ブロック以外に、特定商品感性ブロックに境界が接していない感性ブロックを
含む。
【００６５】
　まず、近接感性ブロックを注目ブロックとして選択する場合について、説明する。尚、
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本例は、感性語をグループ化した大ブロックと感性語ごとの小ブロックとを併用した場合
である。
【００６６】
　図１３において、符号２２０を付した座標位置が特定商品画像の物理量に対応する感性
空間上の座標位置（以下「特定商品感性空間位置」という）である場合、この特定商品感
性空間位置２２０からの感性特徴量の差が閾値以下である座標位置を含む感性ブロック（
例えば符号２０２～符号２０６を付した感性ブロック）を、注目ブロックとして選択する
。ここで、特定商品感性空間位置として、特定商品画像の物理量に対応する感性語の座標
位置を用いている。
【００６７】
　各感性ブロックが近接感性ブロックであるか否かの判定について説明する。例えば、感
性空間において特定商品感性空間位置２２０を中心点とした円２２１（ここで円は楕円を
含む）を基準にして、その円２２１に重なる部分を有する感性ブロック及び円２２１の内
側に存在する感性ブロックであって、特定商品感性ブロック２０１以外の感性ブロック２
０２～２０６を、近接感性ブロックと判定する。
【００６８】
　上述のように特定商品感性ブロック２０１以外の注目ブロックとして、近接感性ブロッ
クを商品画像の検索のために注目する注目ブロックとして選択した場合、画像検索結果の
商品画像の数が不適切に多くなる場合がある。例えば、商品画像の総数が多い場合には、
画像検索結果の商品画像の数も多くなり易い。即ち、クライアント装置１１に検索結果と
しての商品画像を表示した場合に、ユーザに推奨する商品の数が不適切に多くなってしま
う。そこで、商品画像数に応じて、注目ブロック選択部１２０により円２２１の径を切り
換えることにより、感性空間における近接感性ブロックの範囲を変更するようにしてもよ
い。
【００６９】
　次に、近接感性ブロックのうち隣接感性ブロックのみを注目ブロックとして選択する場
合について、説明する。
【００７０】
　例えば、図４の感性空間において、符号Ｂ７を付した感性ブロックが特定商品感性ブロ
ックである場合、特定商品感性ブロックＢ７に境界が隣接する符号Ｂ３、符号Ｂ６、符号
Ｂ８、及び符号Ｂ１１を付した感性ブロックが隣接感性ブロックである。
【００７１】
　また、図１４において、符号２２０を付した座標位置が特定商品画像の物理量に対応す
る感性空間上の座標位置（以下「特定商品感性空間位置」という）である場合、特定商品
感性空間位置を含む符号２０１を付した感性ブロックが特定商品感性ブロックであり、こ
の特定商品感性ブロック２０１に境界が接している符号２０２～２０４の感性ブロックが
、隣接感性ブロックである。即ち、図１４において、符号２３０を付した点線内のエリア
に含まれる感性ブロックが注目ブロックとして選択される。このような選択により、特定
商品感性ブロック２０１の例えば「女らしい」という感性語以外に、符号２０２の隣接感
性ブロックの例えば「家庭的な」という感性語、及び、符号２０３の隣接感性ブロックの
例えば「洗練された」、「スマートな」、「風流な」という感性語が、検索対象の商品画
像に対応する感性語として特定されることになる。
【００７２】
　上述のように特定商品感性ブロック２０１以外の注目ブロックとして、隣接感性ブロッ
クのみを商品画像の検索のために注目する注目ブロックとして選択した場合、画像検索結
果の商品画像の数が不適切に少なくなる場合がある。例えば、商品画像の総数が少ない場
合には、画像検索結果の商品画像の数も少なくなり易い。即ち、クライアント装置１１に
検索結果としての商品画像を表示した場合に、ユーザに推奨する商品の数が不適切に少な
くなってしまう。そこで、商品画像数に応じて、図１３を用いて説明したように近接感性
ブロックを注目ブロックとするか、図１４を用いて説明したように隣接感性ブロックのみ
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を注目ブロックとするかを、注目ブロック選択部１２０により切り換えるようにしてもよ
い。
【００７３】
　尚、図４、図１３及び図１４に例示した感性空間は、感性ブロック同士が互いに重なら
ないように感性ブロックが区画されているが、感性ブロック同士が部分的に重なることを
許容して、感性空間に複数の感性ブロックを区画している場合がある。このように感性ブ
ロック同士の重なりを許容した区画の場合、注目ブロック選択部１２０が、隣接感性ブロ
ック及び／又は近接感性ブロックに加えて、指定商品感性ブロック２０１に部分的に重な
る感性ブロック（「重複感性ブロック」という）を注目ブロックとして選択するようにし
てもよい。
【００７４】
　図１５は、図１に示した商品検索システム１における商品検索処理の流れを示すフロー
チャートである。本例では、クライアント装置１１でユーザにより特定された商品の画像
を特定商品画像として、検索を行う。
【００７５】
　まず、サーバ装置１０の画面情報生成部１１４により代表商品一覧が画面情報として生
成され、サーバ装置１０の出力部１１２ｂにより、代表商品一覧がクライアント装置１１
に対して送信出力される（ステップＳ１０２）。代表商品一覧には、複数の代表商品の縮
小画像が含まれている。また、代表商品一覧には、代表商品ごとの商品画像識別情報が付
加されている。
【００７６】
　クライアント装置１１の端末受信部５２ａにより代表商品一覧が受信入力されると、ク
ライアント装置１１の制御部５８の制御により、クライアント装置１１の表示部５４に代
表商品一覧が表示出力される（ステップＳ１０４）。
【００７７】
　クライアント装置１１のクライアント入力部５６により、ユーザから商品の特定を受け
付け、クライアント装置１１の端末送信部５２ｂにより、ユーザの特定した商品に対応す
る商品画像識別情報が、サーバ装置１０に対して送信出力される（ステップＳ１０６）。
【００７８】
　サーバ装置１０の入力部１１２ａにより商品画像識別情報が受信入力されると（ステッ
プＳ１０８）、サーバ装置１０の物理量取得部１１６により、商品画像識別情報に基づい
て、商品データベース１０２から特定商品の画像の物理量を取得する（ステップＳ１１０
）。
【００７９】
　次に、サーバ装置１０の第１の変換部１１８は、取得された特定商品の画像の物理量を
、特定商品の画像に対応するブロックである特定商品感性ブロックを示す情報に変換する
（ステップＳ１１２）。本例の第１の変換部１１８は、画像の物理量に基づいて、変換デ
ータベース１０６から、特定商品感性ブロックに対応する感性空間情報（例えばブロック
識別情報及び／又は感性語）を取得する。
【００８０】
　次に、サーバ装置１０の注目ブロック選択部１２０により、感性空間データベース１０
４を用い、注目ブロックが選択される（ステップＳ１２２）。
【００８１】
　例えば、図１３に示す感性空間において、符号２０１の感性ブロックが特定商品感性ブ
ロックであって、符号２０２～符号２０６で示される感性ブロックが近接感性ブロックで
ある場合、符号２０２～符号２０６でそれぞれ示されるブロックが、注目ブロックとして
選択される。尚、符号２０１の特定商品感性ブロックに対応する商品画像がクライアント
装置１１で未表示である場合、注目ブロック選択部１２０は、符号２０１の特定商品感性
ブロックを注目ブロックに含めることも可能である。
【００８２】
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　次に、サーバ装置１０の第２の変換部１２２は、注目ブロックを示す情報を、注目ブロ
ックに対応する商品画像の物理量の範囲を示す情報（以下「物理量範囲情報」）に、変換
する（ステップＳ１２４）。
【００８３】
　注目ブロックを示す情報として、例えば、注目ブロックのブロック識別情報を用いる。
図１０の変換データテーブルを用いる場合には、注目ブロックに対応する感性語を用いる
。
【００８４】
　物理量範囲情報は、図３に示す商品データベース１０２の場合、検索対象の商品画像に
おける、色特徴量の範囲（上限値と下限値）、形特徴量の範囲（上限値と下限値）、柄特
徴量の範囲（上限値と下限値）、及び、質感特徴量の範囲（上限値と下限値）、のうちい
ずれかを含む。色特徴量、形特徴量、柄特徴量、及び質感特徴量のうちの２種類以上の特
徴量の組み合わせでもよい。
【００８５】
　次に、サーバ装置１０の検索部１２４は、第２の変換部１２２で得られた物理量範囲情
報に基づいて、商品データベース１０２から、注目ブロックに対応する商品画像を検索す
る（ステップＳ１２６）。
【００８６】
　次に、サーバ装置１０の出力部１１２ｂは、検索部１２４の検索結果を、クライアント
装置１１に対して送信出力する（ステップＳ１２８）。
【００８７】
　クライアント装置１１の端末受信部５２ａにより検索結果が受信入力されると、クライ
アント装置１１の制御部５８の制御により、クライアント装置１１の表示部５４に検索結
果が表示出力される（ステップＳ１３０）。検索結果には、注目ブロックに対応する商品
画像が含まれる。
【００８８】
　尚、検索結果は、クライアント装置１１において全ての商品画像を一回で表示させる場
合には、限定されない。複数の商品画像が検索された場合、まず、複数の商品画像それぞ
れの複数の縮小画像をクライアント装置１１に対して送信出力してクライアント装置１１
に表示出力させ、ユーザがクライアント装置１１で縮小画像の選択入力を行うと、そのユ
ーザが選択入力した縮小画像に対応する商品画像の全体画像をクライアント装置１１に対
して送信出力し表示させてもよい。
【００８９】
　＜第２実施形態＞
　第２実施形態の注目ブロック選択部１２０は、特定商品の画像に対応する感性語である
特定商品感性語とは反対の意味の感性語である反対感性語を含むブロックである反対語感
性ブロックを、注目ブロックとして選択する。尚、特定商品感性語は、特定商品の画像を
観察した人が画像から受ける印象を示す言葉である。
【００９０】
　例えば、図４の感性空間において、符号Ｂ９を付した感性ブロックが特定商品感性ブロ
ックであって、ＷＯＲＤ１９が特定商品感性語であるものとする。この特定商品感性語Ｗ
ＯＲＤ１９とは反対の意味を持つ反対感性語がＷＯＲＤ１１及びＷＯＲＤ２５の二語であ
る場合、ＷＯＲＤ１１の属する符号Ｂ６の感性ブロックとＷＯＲＤ２５の属する符号Ｂ１
２の感性ブロックの二ブロックが、反対語感性ブロックである。
【００９１】
　図１６に示す感性空間において、符号３０１の感性ブロックが特定商品感性ブロックで
あって、「カジュアルな」が特定商品感性語である場合、注目ブロック選択部１２０は、
感性空間データベース１０４に基づいて、その特定商品感性語である「カジュアルな」と
は反対の意味を持つ反対感性語を、感性空間に配置されている感性語のうちから選択する
。例えば、符号３０２の感性ブロックに属する「気品のある」、符号３０３の感性ブロッ



(15) JP 6145416 B2 2017.6.14

10

20

30

40

50

クに属する「洗練された」、及び符号３０４の感性ブロックに属する「風格のある」の三
語が「カジュアルな」の反対感性語として感性空間データベース１０４に記憶されていた
場合、符号３０２、符号３０３及び符号３０４の感性ブロックが、注目ブロックとして選
択される。
【００９２】
　また、注目ブロック選択部１２０は、感性空間において特定商品感性ブロック３０１と
反対語感性ブロック３０２～３０４との間に配置されているブロック（例えば符号３０５
～３０７）も、注目ブロックとして選択するようにしてもよい。
【００９３】
　以上、図６に示した感性空間を用いた場合を例に説明したが、このような場合に本発明
は特に限定されない。図７に示した感性空間を用いてもよい。
【００９４】
　＜第３実施形態＞
　第３実施形態の外部入出力部１１２（ユーザ指定情報受付部の一形態に相当する）は、
クライアント装置１１でユーザの指定した感性語及びユーザの指定した感性ブロックのう
ちの少なくとも一方を示すユーザ指定情報を、クライアント装置１１からネットワーク１
２経由で受信入力する。そして第３実施形態の注目ブロック選択部１２０は、ユーザの指
定した感性語に対応する感性ブロック又はユーザの指定した感性ブロックであるユーザ指
定感性ブロックを、画像検索のために注目する注目ブロックとして選択する。
【００９５】
　図１７は、第３実施形態における商品検索処理例の流れを示すフローチャートである。
図１７において、サーバ装置１０は図２に示した構成であり、クライアント装置１１は図
１２に示した構成である。
【００９６】
　図１７のステップＳ３０１～Ｓ３１２は、図１５に示したステップＳ１０２～Ｓ１１２
と同様であり、既に第１実施形態で説明したので、本実施形態では説明を省略する。
【００９７】
　本実施形態において、サーバ装置１０の出力部１１２ｂは、感性空間選択画面情報を、
クライアント装置１１に対して送信出力する（ステップＳ３１４）。感性空間選択画面情
報は、感性空間中の複数のブロックのうちからクライアント装置１１でユーザにひとつ又
は複数のブロックを選択させるための画面情報である。
【００９８】
　クライアント装置１１の外部入出力部５２により感性空間選択画面情報が受信入力され
ると、クライアント装置１１の制御部５８の制御により、クライアント装置１１の表示部
５４に感性空間選択画面が表示出力される（ステップＳ３１６）。
【００９９】
　クライアント装置１１のクライアント入力部５６により、ユーザから感性語又はブロッ
クの選択を受け付け、クライアント装置１１の端末送信部５２ｂにより、ユーザの選択し
た感性語又はブロックを示すユーザ指定情報を、サーバ装置１０に対して送信出力する（
ステップＳ３１８）。
【０１００】
　第１に、ユーザに感性語を指定させることで、ブロック指定させる態様がある。例えば
、感性語の一覧をクライアント装置１１の表示部５４に表示させ、クライアント入力部５
６からユーザが感性語一覧のいずれの感性語を選択入力したのかを検出する。第２に、ユ
ーザにブロックを指定させることでブロック指定させる態様がある。例えば、図６に示す
感性空間をクライアント装置１１の表示部５４に表示させ、クライアント入力部５６から
ユーザが感性空間のいずれの位置を指示入力したのかを検出する。
【０１０１】
　サーバ装置１０の入力部１１２ａによりユーザ指定情報が受信入力されると（ステップ
Ｓ３２０）、サーバ装置１０の注目ブロック選択部１２０により、ユーザ指定情報に基づ
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いて、ユーザの指定した感性語に対応するブロック又はユーザの指定したブロックである
ユーザ指定感性ブロックを、注目ブロックとして選択する（ステップＳ３２２）。
【０１０２】
　本例の注目ブロック選択部１２０は、感性空間において特定商品感性ブロックとユーザ
指定感性ブロックとの間に配置されているブロックも、注目ブロックとして選択する。
【０１０３】
　例えば図１８に示す感性空間において、符号４０１で示される感性ブロックが特定商品
感性ブロックであって、符号４０２で示される感性ブロックがユーザ指定感性ブロックで
ある場合、特定商品感性ブロック４０１とユーザ指定感性ブロック４０２との間に配置さ
れている、例えば符号４０３及び符号４０４でそれぞれ示されるブロックも、注目ブロッ
クとして選択される。
【０１０４】
　特定商品感性ブロック４０１とユーザ指定感性ブロック４０２とを結ぶ軸の幅（図１８
のＷ）を、商品画像数（あるいは商品数）に応じて、変更してもよい。この軸の幅Ｗは、
感性空間において特定商品感性ブロック４０１とユーザ指定感性ブロック４０２との間の
ブロックを注目ブロックとして選択する幅の広さを示す。具体的には、商品画像数が多い
ほど選択幅Ｗを狭くし、商品画像数が少ないほど選択幅Ｗを広くする。ここで、「商品画
像数」は、感性空間全体の商品画像数とした場合でもよいし、幅Ｗが規定値である場合に
選択される注目選択ブロックに対応する商品画像数でもよい。
【０１０５】
　図１７のステップＳ３２４～Ｓ３３０は、図１５に示したステップＳ１２４～Ｓ１３０
と同様であり、既に第１実施形態で説明したので、本実施形態では説明を省略する。
よい。
【０１０６】
　以上図６に示す感性空間を用いた場合を例に説明したが、このような場合に本発明は特
に限定されず、図７に示した感性空間を用いてもよい。
【０１０７】
　＜第４実施形態＞
　第４実施形態の注目ブロック選択部１２０は、互いに反対の意味を持つ第１の感性語及
び第２の感性語にそれぞれに対応するブロックである第１の感性語ブロック及び第２の感
性語ブロックと特定商品感性ブロックの３つのブロックを結ぶ曲線上に配置されているブ
ロックを、注目ブロックとして選択する。
【０１０８】
　図１９は、図７の感性空間を用いた本実施形態の説明図である。図１９において、符号
５０１を付したブロックと符号５０２を付したブロックとが互いに反対の意味の感性語を
持つ組であり、符号５０３を付したブロックが特定商品感性ブロックである。
【０１０９】
　本実施形態の注目ブロック選択部１２０は、符号５０１のブロック(第１の感性語ブロ
ックに相当)と、特定商品感性ブロック５０３と、符号５０２のブロック（第２の感性語
ブロックに相当）を結ぶ曲線上に配置されている符号５０１～５１３のブロックを、注目
ブロックとして選択する。
【０１１０】
　＜サーバ装置の構成＞
　図２０において、サーバ装置１０は、画像解析サーバ１４と、データベースサーバ１５
と、メールサーバ１６と、ＷＥＢサーバ１７と、を含んで構成される。
【０１１１】
　画像解析サーバ１４は、商品の外観を撮像して得られた商品画像を画像処理で解析する
ことにより、各商品画像の物理量を計測する。画像解析サーバ１４によって計測された商
品画像の物理量は、商品データベース１０２の一形態に相当するデータベースサーバ１５
に送信され記憶される。本例の画像解析サーバ１４で計測される商品画像の物理計測量と
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【０１１２】
　メールサーバ１６は、ネットワーク１２を介して、クライアント装置１１との間で電子
メールによる通信を行い、商品注文の受付及び確認を行う。
【０１１３】
　ＷＥＢサーバ１７は、ネットワーク１２を介して、クライアント装置１１との間でイン
タラクティブな通信を行い、クライアント装置１１から特定商品の指定を受信入力し、ク
ライアント装置１１に対して検索結果を送信出力する。
【０１１４】
　図２に示したサーバ装置１０のうち、例えば、商品データベース１０２以外の各部（符
号１０４～１２４）は主としてＷＥＢサーバ１７によって構成することができる。
【０１１５】
　尚、符号１４～１７のサーバを世界のいずれの国に配置するかについては、特に限定さ
れない。例えば、図２１に示すように、各サーバ１４～１７をそれぞれＡ～Ｄ国のそれぞ
れに配置してもよい。また、クライアント装置１１はサーバ１４～１７のいずれも配置さ
れていないＥ国でネットワーク１２に接続されてもよい。
【０１１６】
　なお、本発明は、本明細書において説明した例や図面に図示された例には限定されず、
本発明の要旨を逸脱しない範囲において、各種の設計変更や改良を行ってよいのはもちろ
んである。
【符号の説明】
【０１１７】
　１０：サーバ装置、１１：クライアント装置、１２：ネットワーク、１００：商品検索
装置、１０２：商品データベース、１０４：感性空間データベース、１０６：変換データ
ベース、１１２：サーバ装置の外部入出力部、１１４：画面情報生成部、１１６：物理量
取得部、１１８：第１の変換部、１２０：注目ブロック選択部、１２２：第２の変換部、
１２４：検索部
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